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⑦ 調査過程及び調査報告における遺族等に対する配慮 
 

５ 再発防止のための更なる取組 
調査組織の目的は、診療関連死の死因究明や再発防止策の提言となるため、調査

報告書の交付等の時点でその任務は完了するが、調査報告書を踏まえた再発防止の

ための対応として、例えば以下のものが考えられ、その具体化の為には更なる検討

が必要である。 
① 調査報告書を通じて得られた診療関連死に関する知見や再発防止策等の集

積と還元 
② 調査報告書に記載された再発防止策等の医療機関における実施について、行

政機関等による指導等 
 
６ 行政処分、民事紛争及び刑事手続との関係 

また、併せて、以下の点についても検討していく。 
① 調査組織の調査報告書において医療従事者の過失責任の可能性等が指摘さ

れている場合の国による迅速な行政処分との関係 
② 調査報告書の活用や当事者間の対話の促進等による、当事者間や第三者を 
介した形での民事紛争（裁判を含む）の解決の仕組み 

③ 刑事訴追の可能性がある場合における調査結果の取扱い等、刑事手続との関

係（航空・鉄道事故調査委員会と捜査機関との関係も参考になる） 
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